「２０１２年最低賃金体験運動」

　　　　　実施マニュアル

　　☆　東日本大震災からの早期復興を！
　　☆　「全国一律最低賃制度」の確立をめざそう！」

　　☆　「時給１０００円以上！」

　　☆　許すな！派遣切り・首切りを
　　　　　　　　[image: image1.png]
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いわて労連・いわてパート臨時労組連絡会

1． なぜ生活体験に取り組むのか
1） 賃金底上げは、全労働者の課題

　いま日本では、働いても貧困から抜け出すことができないワーキングプアが増え続け、「貧困」は社会問題となっています。非正規労働者は３８．７％（財務省　労働力調査　2010）に増加し、年収２００万円以下の労働者は１０３４万人に上り、生活保護も１１０万世帯を超えています。こうした事態を生み出す根底に、派遣やパートなどの不安定雇用と、あまりにも低い現行の最低賃金と、社会保障制度の後退があります

　最低賃金制度の理念と現実

　最低賃金法の第１条では「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と定められています。また、２００８年に最賃法が改正され、「生活保護」との整合性を図ることが明記されました。
　2011年の改定では、最も高い東京都の「８３７円」全国最下位の岩手県の「６４５円」との差は「１９２円」にものぼり、前年の「１７７円」から、さらに広がりました。また、生活保護との「乖離額」が引き上げの基準になったとはいえ、算定額に問題を残すものです。
　　最低賃金生活体験運動の目的

　　私たちは、今の最低賃金では暮らせないと、運動をすすめてきました。宮城県など先進的な地域で始まった「運動」は、岩手県でも９年目を迎えました。
　　この「体験運動」には４つの目的があります。

1） 現在の最低賃金が生活実態とかけ離れた金額であることを、身をもって　　　　　　　告発すること。

2） 労働組合運動として、体験じたいが学習の場になること。

3） 体験により、税制の矛盾や社会保障の貧困さを浮かび上がらせること。

4） 広く話題になることで世論を高めること。

　　ご参加のみなさんには、ご苦労をおかけしますがご協力をお願いいたします。

岩手県地域最低賃金（２０１１年１１月１１日発効）

　　時間額　　６４５円
2） 標準生計費で暮らせる？

　公務賃金の水準を決定する人事院や人事委員会の勧告のなかに「標準生計費」という数値がかかげられています。この「標準生計費」は、総務省の「家計調査」に基づき算出された毎年４月の「費目別平均支出金額」に人事院が示した「換算乗数」を乗じて算出します。しかし、この数値は生活実感からはかけ離れた低い金額となっています。
　また、２００９年に「東北地方最低生計費試算調査」が実施されました。これは、国民・労働者の側から「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な「最低生計費」は、はたしていくらになるのかを明らかにすることによって、最低賃金の向上と合わせて、生活保護基準などの社会保障制度の充実をはかる運動に役立てることを目的としています。２００８年の「首都圏調査」に続くものです。その結果、最賃「Ｄランク」の岩手県北上市と首都圏の埼玉県とでは、生計費にほとんど差はなく、私たちのこれまでの主張が裏づけされる結果となりました。その後の静岡・九州地域の同様の調査結果も同じ傾向を示しています。
	平成23年盛岡市における費目別、世帯人員別標準生計費
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	世帯人員
	１　　人
	２　　人
	３　　人
	４　　人
	５　　人

	費　　目
	　
	
	
	
	
	

	食料費
	26,930
	34,900
	46,430
	57,970
	69,490

	住居関係費
	53,630
	59,200
	53,110
	47,020
	40,940

	被服・履物費
	3,670
	4,970
	6,660
	8,340
	10,030

	雑費Ⅰ
	17,610
	29,550
	41,510
	53,470
	65,430

	雑費Ⅱ
	6,440
	19,530
	21,360
	23,190
	25,020

	計
	108,280
	148,150
	169,070
	189,990
	210,910

	
	
	
	
	
	
	(単位：円）


食料費…………食料
住居関係費…………家賃地代、光熱・水道、家具・家事用品
被服・履物費…………被服及び履物
雑費Ⅰ…………保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽
雑費Ⅱ…………その他の消費支出（諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金）
3） 国民の最低生活保障の基軸となる全国一律最低賃金制度確立を
　　　今の最賃制度は、地域ごとにバラバラですが、主要国では「全国一律最賃制度」が当たり前です。一昨年発表した「生計費調査」の結果も、「全国一律最賃制度」「せめて時給１０００円」の主張の正しさを裏付けました。この制度が確立すれば、労働者の賃金だけではなく、課税限度額、社会保障給付、下請け単価や家内工賃、農家の自家労賃にも連動し、国民全体の所得向上につながります。私たちの運動をさらに強めることで、必ず実現させましょう。
2． 生活体験の実施要綱

1） 実施期間

　　２０１２年２月１日（水）～３月２日（金）の「３１日間」を体験期間とします。

2） スケジュール

　　１月３１日（火）　「最低賃金体験」のつどい（街頭宣伝兼ねる）

　　２月　１日（水）　生活体験開始

　　２月１０日（金）　「中間報告①」提出（体験７日間分の報告）７日間コース終了
　　２月２０日（月）　「中間報告②」提出（体験１５日間分の報告）１５日間終了

　　３月　２日（金）　生活体験終了

　　３月　９日（金）　「体験報告」提出

　　３月１９日（月）　集計結果のまとめ

　　４月　　　　　　　結果報告記者会見・終了集会

3） 家計簿記入と集計作業
1 家計簿記入要綱　後述「記入要領」「費目内訳一覧」「Ｑ＆Ａ」を参照

2 個人ごとの集計

　　　「集計表（その１、その２）」に１ヶ月の家計結果を集計

3 いわて労連に報告・提出するもの

（1） 集計表「その１」と「その２」に家計結果を集計

（2） １か月分（あるいはコースごとの体験期間分）を記入した家計簿

（３）「中間状況報告書」

4 その他

（1） コースに応じて、ささやかな参加賞を準備します！

（2） 途中で投げ出したりせず、奮起するためにも「生活体験挑戦中」であることを職場の仲間や家族にアピールしましょう。

　　　　　

3． １ヶ月の収入の算出
1） 岩手県最低賃金額　１時間　６４５円

2） 月額収入の設定　　月額　　１１３，５２０円（ａ）
　　最低賃金額×時間（１日の実労働時間を８時間）×就労日数　２２日　で計算。
3） 税・社会保険料、住民税の算出
1 所得税→課税される所得金額の５％

★月額　１１３，５２０円（ａ）×１２ヶ月＝１，３６２，２４０円（ｂ）（年収）

　　　　　年収額を「給与所得後の給与金額の表」でみると、「給与などの収入金額の合計額から６５万円を控除した金額」が「課税される所得金額」となる。したがって、

１，３６２，２４０円（ｂ）（年収）－６５０，０００円（給与所得控除）－

３８０，０００円（基礎控除）－ｂ（年収）×１０％（社会保険料・労働保険）
＝１９６，０１６円（ｃ）が課税される金額

★課税対象額１９６，０１６円（ｃ）×５％＝９，８０１円（ｄ）が年間所得税

★９，８０１円（ｄ）÷１２ヶ月＝８１７円（e）が１ヶ月の所得税となります。
2 住民税
盛岡市民税（便宜上、挑戦中のみなさんを全員盛岡市民とみなします）

岩手県民税

前年度課税所得金額×１０％（市４％　県６％）＋均等割分５，０００円÷１２ヶ月
★（１９６，０１６円（ｃ）×１０％＋５，０００円）÷１２ヶ月＝２，０５０円（ｆ）

3 社会保険料（健康保険・厚生年金）　　
健康保険料　標準報酬月額の８２／１，０００×０．５（労使折半）

★１１３，５２０円（ａ）×０．０８２×０．５＝４，６５４円（ｇ）が月の健康保険料

　　　　　　厚生年金保険料　標準報酬月額の１４９．９６／１，０００×０．５（折半）

· １１３，５２０円（ａ）×０．１４９９６×０．５＝８，５１２円（ｈ）が月の厚生年金保険料
4 労働保険料　
雇用保険料　標準報酬月額の６／１，０００（事業主負担９／１，０００）

★１１３，５２０円（ａ）×０．００６＝６８１円（ｉ）が月の雇用保険料

1 所得税（ｅ）＋②住民税（ｆ）＋③社会保険料（ｇ＋ｈ）＋④労働保険料（ｉ）

８１７＋２，０５０＋（４，６５４＋８，５１２）＋６８１＝１６，７１４円
· 介護保険料が４０歳以上の方にかかりますが、この調査では、年代別の回収が難しいので、全員介護保険料をかけないものとみなします。

税・社会保険料の合計額：１６，７１４円（ｊ）（一日当り　５３９円）
※　家賃設定について（ｋ）
　　一昨年の「全労連生計費調査」の北上の家賃金額３０，０００円を家賃として設定します。上記盛岡市「生計費」の「住居関係費」は、「家賃地代」の他「水道光熱費」「設備費」「家具家事用品」も含んだもので、「科目」ごとの詳細な金額が不明です。家賃は月額「３０，０００円」（ｋ）とし、一日当りの金額は「９６８円」と設定します。
　

4） 最終的な「可処分所得」（手持ち額）
★１１３，５２０円（ａ）－１６，７１４円（ｊ）－３０，０００円（ｋ）＝６６，８０６（ｉ）
★日額は、６６，８０６円（ｌ）÷３１日＝２，１５５円です。
4． コース別生活体験賃金表
以下のコースから挑戦するコースを選択します。
時給　　　①７日間　　　　②１５日間　　　③３１日間
　岩手県最低賃金　６４５円　１５，０８５円　３２，３２５円　６６，８０６円
※示されているのは、最賃額を収入として、そこから税・社会保険料、家賃を引いた手取り額です。
　　　　生活体験期間：２月　１日（水）～３月　２日（金）

　○　７日間コース　　２月　１日（水）～２月　７日（火）

　○１５日間コース　　２月　１日（水）～２月１５日（水）

　○３１日間コース　　２月　１日（水）～３月　２日（金）

5． 家計簿記入の心得

　（１）溜めずに毎日記入することが長続きのコツです。都合で家計簿に記入できない時は、メモしておくようにしましょう。毎日の日記・感想も忘れずに書き留めましょう。
　（２）体験に入る前に買い置きした食料品、雑貨類で、体験期間中に利用したものは、金額換算して支出に含めてください。実家から送られた食料や衣類も同様にしてください。
　（３）「内訳費目」は細かく書くほうが望ましいのですが、それができない場合でも「大費目（雑貨Ⅰなど）には必ず記入しましょう。あとで集計しやすくなります。
　（４）パソコンがある方は、活用することをおすすめします。
　（５）体験期間中は、なるべく「おごってもらわないこと」が基本ですが、おごってもらった場合は、金額を割り出して記入してください。
　（６）食事の内容は、大雑把でも書き留めておきましょう（ハンバーグ弁当、ラーメン・ライスなど）。標準生計費２世帯以上で挑戦している人は、自分の分だけで結構です。
　（７）「費目内訳」を参照して、計上もれのないようにしましょう。この時期必需品の水道光熱費の灯油も加えてください（ストーブへの給油頻度などから概算量を出した上で人数割にするなど、工夫してください）。精度の高いデータにするために、面倒でも計上しましょう。

　（８）細かい費目の扱いについては、「記入Ｑ＆Ａ」をごらんください。その他ご不明な点は、いわて労連（℡０１９―６２５－９１９１）までお問い合わせください。
6． 家計簿記入の「Ｑ＆Ａ」

固定費は１ヶ月を前提に記述しましたが、７日間コース、１５日間コースの場合は、いずれも日割り計算して、７日間あるいは、１５日間に換算した金額を差し引いて計算してください。
Ｑ１　ローンがある場合はどうするのですか？
Ａ１　一般ローンについて今回はとりあえず、「ないもの」として支出には記入には記入しません。ただし、住宅ローンは家賃換算する必要がありますが、今回住宅ローンは全労連「生計費調査」の「家賃額（３０，０００円）とします。
Ｑ２　親と同居の単身者の場合、家賃をどうするのですか？
Ａ２　全労連「生計費調査」「家賃」の金額３０，０００円を「家賃」とします。
　　　
Ｑ３　「通勤のための交通費」は記入するのですか？
Ａ３　支出額には加えません。通勤以外の交通費のみ記入してください。
Ｑ４　すでに買い置きしている食料品や雑貨品を、生活体験期間中に消費した場合はどうするのですか？
Ａ４　体験期間中に消費した分について金額換算して支出に加えます。金額が不明な場合は概算で記入して結構です。
Ｑ５　会社から給食が支給される場合はどうするのですか？
Ａ５　会社規定で決められている場合は一食あたりの金額を記入してください。特に規定がない場合は、一食あたり３００円で記入してください。
Ｑ６　親と同居の単身者の場合、食費の扱いはどうするのですか？
Ａ６　朝食３００円・夕食６００円とします。昼食に弁当持参の場合は、給食と同様３００で記入してください。
Ｑ７　研修や出張の際の金額が分からない場合の食事代はどうするのですか？
Ａ７　宿泊費が食事代込みの場合（例えば１泊２食○○○○円）などの食費の扱いは、朝食５００円・昼食７００円・夕食１０００円として記帳してください。会議での食事支給の場合も同様です。
Ｑ８　激励のため、同僚などからおごられた場合はどうするのですか？
Ａ８　おごられた場合でも概算で金額換算し、「交際費」として支出に加えます。おごられる場合でも、「質素」を心がけてください。
Ｑ９　体験期間中に「冠婚葬祭」や「歓送迎会」があった場合、出費が多額になるときはどうするのですか？
Ａ９　交際費として計上します。期間中にそのようなことのないことを祈るだけです。仮に遭遇した場合、二次会は丁重に遠慮するのが懸命です。
Ｑ１０　パチンコや競馬をしたときはどうするのですか？
Ａ１０　儲かった分を収入として扱ってはいけません。また、「支出相殺」にしてもいけません。あくまで使った金額を「教養娯楽費」として計上してください。切羽詰って、ギャンブルに走ろうとする気持ちを抑えるのも肝要です。

Ｑ１１　労働組合費の算出と、その支出日はどうすればいいのですか？
Ａ１１　ベースとなる設定金額が違いますので、実際に徴収されている組合費と異なります。したがって今回の算出は以下の計算式で行います。また支出日は給与支給日を基本に記入してください。
　※　組合費の算出式＝１ヶ月の設定賃金×組合費の徴収率
Ｑ１２　高額商品を購入したり、この期間に車検があったらすぐ赤字になってしまうと思いますが、どうするのですか？
Ａ１２　もし高額商品の購入や車検があっても、今回の体験中はないものとして支出には計上しないでください。
Ｑ１３　仕送りや生命保険料・損害保険料・自動車の任意保険料などの扱いはどうするのですか？
Ａ１３　仕訳は「その他」の費目にしてください。一括支払いの場合は、「１ヶ月あたりの金額」を記入してください。
Ｑ１４　ペット関連の出費はどうするのですか？
Ａ１４　仕訳は、「諸雑費」扱いにしてください。
※　みやぎ一般「生活体験９カ条の教訓」
　　○第１の教訓～家賃は１万円以下の家に住め。
　　○第２の教訓～車は絶対もつな。

　　○第３の教訓～友達と交際するな。

　　○第４の教訓～冠婚葬祭は無視しろ。

　　○第５の教訓～休みの日は絶対外に出るな、家で過ごせ。

　　○第６の教訓～食事は一日２食にすべし。

　　○第７の教訓～外食厳禁、自炊しろ。

　　○第８の教訓～病気にならないように健康管理を。

　　○第９の教訓～見栄を捨て、ひたすら人にたかれ、おごってもらうべし。

費目内訳一覧表

	　　　　費目　　　　　Ｉ　　　　　　　　内訳の内容

	食費　　主食　　　　　Ｉ　米、パン、麺類

	食費　　副食　　　　　Ｉ　野菜、魚、肉、卵、乳製品、加工食品、調味料他

	食費　　嗜好品　　　　Ｉ　果物、お菓子、アルコール、ドリンク、コーヒー他

	食費　　給食・外食　　Ｉ　給食費、外食、店屋物、持ち帰り弁当他

	住居　　住居関係費　　Ｉ　家賃、共益費、住宅ローン（換算分）、家具・家事用品他

	住居　　水道光熱費　　Ｉ　電気、ガス、水道、灯油代他

	被服・履物費　　　　　Ｉ　被服、履物、寝具類、アクセサリー、眼鏡、クリーニング代他

	雑費Ⅰ　保健医療費　　Ｉ　医療機関支払い、薬代、医療用品他

	雑貨Ⅰ　交通・通信費　　　　　Ｉ　交通費（通勤費除き）、通信費（インターネット等）、電話料他

	雑貨Ⅰ　教育費　　　　Ｉ　教育に関わる費用（仕送りはないのものとする）

	雑貨Ⅰ　教養娯楽費　　Ｉ　文化レク費用、書籍・雑誌・新聞、文具、旅行代他

	雑費Ⅱ　諸雑費　　　　Ｉ　（被服、履物以外の）身の回り品、保育所費用他

	雑貨Ⅱ　理美容費　　　Ｉ　理髪・美容サービス代、化粧品、生理用品、洗面用具他

	雑貨Ⅱ　こづかい費などＩ　本人と家族の小遣い、他用途不明金

	雑貨Ⅱ　交際費　　　　Ｉ　お祝い、餞別、お見舞い、町内会費、寄付金他

	雑貨Ⅱ　その他　　　　Ｉ　仕送り、生命保険料・損害保険料他


資料

「最低賃金法」

（目的）
第１条　この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（地域別最低賃金の原則）
第９条　賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

《全改》平19法129
２　地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

《全改》平19法129
３　前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

第５章　罰　則
　
第39条　第34条第２項の規定に違反した者は、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

《追加》平19法129
　
第40条　第４条第１項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。）は、50万円以下の罰金に処する。

《改正》平19法129
　
第41条　次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1．第８条の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。）

2．第29条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3．第32条第１項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

「日本国憲法」
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】 

１ 

　すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２ 

　国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

「生活保護法」
（最低生活）
第３条 

　この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
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